
１　施策の現状・推移

２　成果指標・コストの推移

単位 区分

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

千円 実績

千円 実績

千円 実績

千円 実績

３　環境変化

４　評価

５　今後の改革方向

事業の構成や役割分担
で見直しの余地がない
か。

・空き家の老朽化により公道利用者に影響がでるおそれがある場合についてなど、同じ建設部内の道路整備課と情報共有を図っ
て対応できる体制となっている。
・空き家対策の利活用に関する部分において、空き家バンクの所管が移住・定住対策を推進するふるさと創造部ふるさと定住促
進課であることから、施策の推進については、連携を図っていく必要がある。

施策の今後の方向性、構
成する事務事業の見直し
案

・住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画に基づき、住宅に係る施策展開や市営住宅の計画的な改修等を実施していく。
・改定した丹波市空き家等対策計画に基づき、今後の施策を展開していく。

市民ニーズの動向

・市営住宅入居者は持ち家取得等は経済的に難しいと考えており、家賃が安価で住み慣れた住宅に住み続けることを望んでい
る。
・簡易耐震診断申込件数は一定数あるものの、耐震評点が低い住宅の耐震改修工事等の実施希望者が少ない。
・管理不全空き家の規制に関する市民ニーズが年々高まりつつある。
・空き家バンクの成約数が増加しており、利活用できる空き家のさらなる掘り起こしが求められている。

目標の達成状況は順調
か。達成していない原因
は何か。

・身近な住環境に満足している市民の割合は60％前後の水準で推移しており、目標達成に向け、増加を図っていく必要がある。
・全国的に空き家は増加傾向にあり、丹波市においても前回(H27)の実態調査から108件増加している。空き家増加の原因は人口
減少や高齢者単身世帯の増加など丹波市おいても全国的な傾向とほぼ同じである。
・市営住宅の長寿命化住棟数については、公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に実施している。

環境変化を踏まえた施策
展開となっているか。

・住宅施策の指針となる「丹波市住生活基本計画」について、令和４年度に現状に即した改定を行い、この計画に沿って事業を進
めている。また、公営住宅等長寿命化計画についても、令和４年度に改定し、これに基づいて市営住宅の改修等を実施していくこ
ととしている。

84,968 88,218 ―

国・県の方針、関連法令
の動向

・国は令和３年３月に「住生活基本計画(全国計画)」を策定している。兵庫県においても令和４年３月に県計画の改定が行われている。
・空き家問題の深刻化と社会問題化を受け、所有者の責務強化や空家等の管理の確保など、空き家対策への総合的な強化が盛り込まれてい
る、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正法が令和５年１２月施行された。

計 253,730 173,584 143,583 250,678 299,558 ―

53,443 ―

事業費 190,251 110,575 91,769 195,614 246,115 ―コ
ス
ト

人件費 63,479 63,009 51,814 55,064

うち一般財源 96,492 80,875 78,999

12.0 12.3

7.2 9.0 9.3 10.2 12.0

1,751 1,751

市営住宅の長寿命化住棟
数

棟
7.2 9.0 9.3 10.2

空き家数 戸
1,753 1,770 1,788 1,805 1,823 1,840

65.0 65.0 65.0

59.5 60.0 63.2 60.4 63.2

成
果
指
標

身近な住環境に満足してい
る市民の割合

％
65.0 65.0 65.0

1,643 1,643 1,643

５年後のまちの姿

・耐震性の低い住宅について、耐震性の向上を図る改修工事や住宅の建替えが進んでいます。
・管理不全な空き家の増加が抑制され、快適で安全な住環境で生活しています。
・市営住宅を計画的に修繕・改善し、建物の長寿命化が進んでいます。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備考

施策目標 ４ 【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

関係課 都市住宅課
施策の展開

①
②

・関係計画の検証と安全・安心につながる住宅施策の展開
・市営住宅の長寿命化

（１／２）

丹波市総合計画　令和５年度　施策評価シート
まちづくりの目標 2 誰もが住みたい快適生活のまち 施策担当課 都市住宅課

2-4



●構成する事業一覧 5

空き家等対策事業

空き家等対策事業

宅地分譲事業

宅地分譲事業

住宅総務事業

住宅総務費

市営住宅長寿命化事業

市営住宅長寿命化事業

市営住宅管理事業

市営住宅管理事業

合計 53,443 246,115 299,558 88,218

Ａ Ａ30,402 49,570 79,972 30,402 Ａ Ｂ

Ａ 該当なし3,016 143,417 146,433 3,410 Ａ Ａ

Ｂ Ａ905 1,285 2,190 928 Ａ Ｂ

B 該当なし1,014 735 1,749 -3,490 B C

B 該当なし

効果性 コスト 公平性
うち一般財源

18,106 51,108 69,214 56,968 A B

事務事業名 予算小事業名
人件費
【千円】

事業費
【千円】

計・千円
必要性

（２／２）

（令和 年度実施事業）

2-4



令和 年度事務事業評価 令和 年度実施計画

28 ～

指標の推移等の背景・分

析

・空き家バンクの成約数は高水準で推移しており、令和５年度も昨年度の実績を上回った。多くの空き家が空き家バンクによ

る売買により利活用促進がなされていることから、空き家増加の抑制につながっている。

・危険空き家については、新規の特定空家等の認定は減少傾向にあり、これまで認定した危険空き家についても、直近３か年

の平均では約６件除却ができている。

実

施

（

D

O

）

コスト（単位：千円）
（評価年度は実績、計画年度は予算）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備　考

歳

出

総事業費　Ａ＋Ｂ 37,539 41,895

実績

コ

ス

ト

目標

コ

ス

ト 実績

目標

実績

目標

成

果
危険空き家の除却 件

3.0 3.0 3.0 3.0

実績 2.0 8.0 7.0 5.0

目標 ― 3.0

5.0

5.0

実績 1.0 8.0 7.0 4.0 3.0

成

果

管理不全空き家に対する

助言・指導数(新規)
件

目標 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0

令和６年度 備　考
実績

成

果
空き家バンク成約件数 件

目標 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 50.0

実績 47.0 50.0 58.0 73.0 77.0

指標名
単

位

目標
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般財源 35,076 35,770 43,774 47,073 56,968

その他特財 0 1,582 0 231 48 0

49,175

0

受益者負担金 0 0 0 0 0 0
借入金（地方債） 0 0 0 0 0

2,348

歳

入

特定財源 2,463 6,125 5,731 4,997 12,246 14,232
　人件費Ｈ=Ｆ×Ｇ 0 0 0 2,404 2,348

国・県支出金 2,463 4,543 5,731 4,766 12,198 14,232

0.86

　【平均人件費】Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730 2,730

　会計年度任用職員従事者数（人・年）Ｆ 0.00 0.00 0.00 0.95 0.86

7,540

　人件費Ｅ=Ｃ×Ｄ 12,358 19,545 17,069 16,272 15,759 15,759

　【平均人件費】Ｄ 7,400 7,460 7,620 7,430 7,540

18,106

　職員従事者数（人・年）Ｃ 1.67 2.62 2.24 2.19 2.09 2.09
総人件費計（Ｅ+H）Ｂ 12,358 19,545 17,069 18,675 18,106

49,505 52,070 69,214 63,407

直接事業費Ａ 25,181 22,350 32,436 33,395 51,108 45,301

根拠法令・個別計画等 空家等対策の推進に関する特別措置法、丹波市空き家等の適正管理及び利活用に関する条例、丹波市空き家等対策計画

計

画

（

P

L

A

N

）

事

務

事

業

対象（誰を、何を） 丹波市民、空き家所有者、空き家利活用者、Ｕ・Ｉターン希望者、自治会・自治協議会

目的

ベストな状態
（期待される効果）

・空き家の増加を抑制する。

・管理不全な空き家を減少させる。

・空き家の利活用を促進する。

概要
（具体的手段・

全体計画）

・空き家等対策計画の進捗管理

・規制と利活用の施策展開

（①発生予防対策、②実態把握・意向調査、③適正管理対策、④利活用対策、⑤管理不全対策）

・実施方法：直接実施

令和５年度の

事業概略

・空き家等対策計画の改定

・空き家等対策審議会の運営

・空き家利活用の推進

・危険空き家の除却の促進

令和６年度の

事業概略

・空き家等対策計画の推進

・空き家等対策審議会の運営

・空き家利活用の推進

・危険空き家の除却の促進

施策
まちづくりビジョン 取組項目

担当 三村　洋

位

置

づ

け

総合計画
まちづくり目標 【２】誰もが住みたい快適生活のまち

施策目標 4【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

創生総合戦略
基本目標

事業担当課
建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度

所属長 井上　里司 担当 堀内　勲

（１／２）

丹波市総合計画 5 ／ 6
事務事業名 空き家等対策事業



28 ～

●構成する予算小事業一覧 （単位：千円）

●外部評価　　【令和４年度実施】

指摘事

項など

A:特定空家等が増える見込のなかで、専門的知識を

もった職員の配置の検討をしてほしい。

B:成果指標「空き家バンク成立件数」の目標件数は上

方修正してもよいのでは。

対応

状況

a:専門的な知識をもった職員の配置は難しいが、特定空家等の規制

が必要な空き家に対応する専門員の配置については今後検討する。

b:実績値に基づき、上方修正を行うとともに、今年度の空き家に関す

る実態調査によりバンク登録件数を増やしていきたい。

合計 22,350 32,436 33,395 51,108 45,301

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

45,301

2

1 空き家等対策事業 22,350 32,436 33,395 51,108

№ 予算小事業
コスト（評価年度は実績、計画年度は予算）

備考
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

✓

縮小

縮小 現状維持 拡大

拡充

改

革

（

A

C

T

I

O

N

）

総合的な評価と課題（成果の達成状況及び評価結果から明らかになった課題事項など）

【評価】

・空き家の利活用については、住まいるバンクの成約件数が高水準で推移しており、管理不全空き家の発生抑制に繋がっている。

・特定空家等に認定した空き家(令和５年度末で89件)の内、56％にあたる50件について、除却や改善が行われた。

【課題】

・住まいるバンクへの登録件数が減少傾向にあり、ここ数年移住・定住希望者から多くの問い合わせがあるものの、こたえられない。登録物件の

掘り起こしのため、自治会等による住まいるバンク登録促進奨励金制度を令和５年度から開始したが、登録件数は少なく低調である。

・管理不全空き家については、適正管理の助言・指導通知等を行っても諸所の事情により対応いただけないことや反応がないことがあり、所有

者等の管理意識が低いケースがある。

・登記簿上の所有者の死亡により相続が発生している場合、法定相続人の調査に多くの時間を要することがある。

今後の方向性・改善策等 成果・コストの方向性

・令和５年度に丹波市空き家等対策計画の改定を行った。計画期間を令和６年度から

令和10年度とし、今後５か年の空き家対策の方向性を示していることから、計画に沿った

施策を展開していく。

・令和６年度からは空き家所有者向けセミナーや個別相談会を開催し、空き家の発生抑

制や適正管理の促進を図っていく。

成

果

の

方

向

性

皆減

休廃止

コスト投入の方向性

現状維持

評

価

（

Ｃ

Ｈ

Ｅ

Ｃ

Ｋ

）

事務事業全体の実施（DO）に対する、事務事業の展開の評価・課題について

評価視点 評価 理由・コメント 評価視点 評価 理由・コメント

(必要性)

市民にとって必要な

事業か。

Ａ

空き家は、第一義的には所有者の責任

で管理するものであるが、空き家がもたら

す社会的課題の解決を図るため、空き家

等対策計画に基づき多様な主体とともに

総合的かつ計画的に施策を進めていく必

要がある。

(コスト)

改善・改革等により

更に低コストで実施

できないか。(サービ

ス・成果は維持)

Ｂ

空き家所有者の相続の発生により、所有権

者が多数存在する場合は、相続関係図の作

成を専門家である司法書士に委託しており、

事務負担の軽減を図っている。しかしながら対

応が長期化している空き家もあり、改善に至る

まで多くの時間と労力を要していることから、再

度空き家対策専門員の配置について検討す

る必要がある。

(効果性)

成果につながってい

るか。進捗は予定ど

おりか。※成果指標

に対する評価

Ｂ

・住まいるバンクの成約件数が年々伸びてきて

おり、空き家の利活用が図られている。

・特定空家等については、助言・指導を行った

空き家の半数以上が所有者による解体撤去

や改善が行われ、市民の安心・安全な住環

境の確保につながっている。

(公平性・受益者

負担)

公平性に問題はな

いか。受益者負担

検討の余地はない

か。

該当なし

（２／２）
　事務事業名 空き家等対策事業

事業担当課 建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度



令和 年度事務事業評価 令和 年度実施計画

16 ～

指標の推移等の背景・分

析

優良田園住宅地(フォレスト神楽)の分譲・貸付は令和５年度に１件分譲できたため完了したものの、応相寺宅地分譲団地

の分譲が進まず、未分譲地の解消について目標値に達していない。

実

施

（

D

O

）

コスト（単位：千円）
（評価年度は実績、計画年度は予算）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備　考

歳

出

総事業費　Ａ＋Ｂ 679 8,734

実績

コ

ス

ト

目標

コ

ス

ト 実績

目標

実績

目標

実績

目標

5,000.0

実績 160,000.0 4,380.0 3,330.0 1,000.0 1,000.0

活

動
チラシの配布枚数 枚

目標 500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

令和６年度 備　考
実績

成

果
未分譲地数 区画

目標 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0

実績 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0

指標名
単

位

目標
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般財源 7 8,062 24 253 -3,490

その他特財 672 672 672 672 5,239 672

1,516

0

受益者負担金 0 0 0 0 0 0
借入金（地方債） 0 0 0 0 0

109

歳

入

特定財源 672 672 672 672 5,239 672
　人件費Ｈ=Ｆ×Ｇ 0 0 0 127 109

国・県支出金 0 0 0 0 0 0

0.04

　【平均人件費】Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730 2,730

　会計年度任用職員従事者数（人・年）Ｆ 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04

7,540

　人件費Ｅ=Ｃ×Ｄ 74 7,908 152 372 905 905
　【平均人件費】Ｄ 7,400 7,460 7,620 7,430 7,540

1,014

　職員従事者数（人・年）Ｃ 0.01 1.06 0.02 0.05 0.12 0.12
総人件費計（Ｅ+H）Ｂ 74 7,908 152 498 1,014

696 925 1,749 2,188

直接事業費Ａ 605 826 544 427 735 1,174

根拠法令・個別計画等

計

画

（

P

L

A

N

）

事

務

事

業

対象（誰を、何を） 移住定住希望者、宅地購入希望者

目的

ベストな状態
（期待される効果）

宅地分譲及び貸付を進め、移住定住者を増やす。

概要
（具体的手段・

全体計画）

・応相寺宅地分譲団地及び優良田園住宅地（フォレスト神楽）の分譲及び貸付業務

・未分譲地及び貸付地の保全、維持管理、貸付業務

・実施方法：直接実施

令和５年度の

事業概略

・応相寺宅地分譲団地及び優良田園住宅地

（フォレスト神楽）の分譲及び貸付業務

・未分譲地及び貸付地の保全、維持管理

・未分譲地及び貸付地の販売促進

令和６年度の

事業概略

・応相寺宅地分譲団地の分譲業務

・未分譲地の保全、維持管理

・未分譲地の販売促進

施策
まちづくりビジョン 取組項目

担当 堀内　勲

位

置

づ

け

総合計画
まちづくり目標 【２】誰もが住みたい快適生活のまち

施策目標 4【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

創生総合戦略
基本目標

事業担当課
建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度

所属長 井上　里司 担当 三村　洋

（１／２）

丹波市総合計画 5 ／ 6
事務事業名 宅地分譲事業



16 ～

●構成する予算小事業一覧 （単位：千円）

●外部評価　　【　　　】年度実施

指摘事

項など

対応

状況

合計 826 544 427 735 1,174

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1,174

2

1 宅地分譲事業 826 544 427 735

№ 予算小事業
コスト（評価年度は実績、計画年度は予算）

備考
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

✓

縮小

改

革

（

A

C

T

I

O

N

）

総合的な評価と課題（成果の達成状況及び評価結果から明らかになった課題事項など）

【評価】

優良田園住宅地は令和５年度で分譲・貸付が完了したが、応相寺宅地分譲地は令和５年度も購入者がなかった。

【課題】

応相寺宅地分譲地は、「田舎暮らし」や「多自然居住」をキャッチフレーズに、市ホームページへの掲載やチラシの配布などにより、分譲地の販売

促進を図っているが、なかなか分譲が進まない。

今後の方向性・改善策等 成果・コストの方向性

・分譲を始めてから相当の期間が経過しており、早期に販売を行い、定住人口の増加や

分譲地を管理する費用削減が目標となっている。

・令和５年度には不動産鑑定評価を実施。鑑定結果によって平均５％を減額する分譲

価格の見直しを行ったので、さらにＰＲを行い残り区画の早期の分譲を目指していく。

・令和８年度には国道429号線(榎峠バイパス)が開通する予定となっており、福知山市と

のアクセスが容易になることから、京都府北部へもＰＲ活動を展開していく。

成

果

の

方

向

性

皆減 縮小 現状維持 拡大

拡充 　

休廃止

コスト投入の方向性

現状維持

評

価

（

Ｃ

Ｈ

Ｅ

Ｃ

Ｋ

）

事務事業全体の実施（DO）に対する、事務事業の展開の評価・課題について

評価視点 評価 理由・コメント 評価視点 評価 理由・コメント

(必要性)

市民にとって必要な

事業か。

Ｂ

移住定住の促進や、多自然環境での居住推

進において、必要な事業であるものの、なかな

か分譲・貸付にいたらない。

(コスト)

改善・改革等により

更に低コストで実施

できないか。(サービ

ス・成果は維持)

Ｂ

未分譲地の除草作業や、宅地分譲団地内

公園の遊具点検・修繕費用など、維持管理

に必要な費用が発生しているが、概ね適切で

ある。

(効果性)

成果につながってい

るか。進捗は予定ど

おりか。※成果指標

に対する評価

Ｃ

「応相寺宅地分譲団地」は事業を開始してか

らかなりの期間が経過しており、分譲地の早期

分譲・貸付が課題となっている。

(公平性・受益者

負担)

公平性に問題はな

いか。受益者負担

検討の余地はない

か。

該当なし

（２／２）
　事務事業名 宅地分譲事業

事業担当課 建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度



令和 年度事務事業評価 令和 年度実施計画

16 ～

指標の推移等の背景・分

析

・簡易耐震診断について、人生いきいき住宅助成事業（介護に関係する住宅リフォーム費助成）を受ける際に耐震診断が必須と

なり、件数は高い水準で推移している。しかしながら、そのほとんどが介護に関するリフォーム目的であり、耐震化を目的とするものはま

だかなり少数となっている。

・耐震化の補助事業については年間１件～４件の実績で、住宅の耐震性を高めたいと思う市民は一定数いると思われ、また、能登

半島地震の影響で、耐震診断や耐震改修についての問い合わせが増加傾向にあり、令和６年度以降は増加が見込まれる。

実

施

（

D

O

）

コスト（単位：千円）
（評価年度は実績、計画年度は予算）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備　考

歳

出

総事業費　Ａ＋Ｂ 16,518 11,042

実績

コ

ス

ト

目標

コ

ス

ト 実績

目標

実績

目標

実績

目標

8.0

実績 0.0 1.0 4.0 4.0 2.0

活

動

耐震改修計画策定、耐震改修工事、

簡易耐震改修工事、防災ベッド等設

置、住宅建替工事費の補助件数
件

目標 14.0 14.0 8.0 8.0 8.0

令和６年度 備　考
実績

活

動

簡易耐震診断費の助成

件数
件

目標 36.0 36.0 32.0 32.0 32.0 32.0

実績 25.0 31.0 22.0 17.0 27.0

指標名
単

位

目標
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般財源 7,035 7,165 7,578 8,328 928

その他特財 8,182 2,470 6,445 6,600 0 0

5,985

0

受益者負担金 0 6 0 0 0 47
借入金（地方債） 0 0 0 0 0

0

歳

入

特定財源 9,483 3,877 9,647 11,188 1,262 8,002
　人件費Ｈ=Ｆ×Ｇ 0 0 0 0 0

国・県支出金 1,301 1,401 3,202 4,588 1,262 7,955

0.00

　【平均人件費】Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730 2,730

　会計年度任用職員従事者数（人・年）Ｆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,540

　人件費Ｅ=Ｃ×Ｄ 5,846 7,012 7,239 7,430 905 905
　【平均人件費】Ｄ 7,400 7,460 7,620 7,430 7,540

905

　職員従事者数（人・年）Ｃ 0.79 0.94 0.95 1.00 0.12 0.12
総人件費計（Ｅ+H）Ｂ 5,846 7,012 7,239 7,430 905

17,225 19,516 2,190 13,987

直接事業費Ａ 10,672 4,030 9,986 12,086 1,285 13,082

根拠法令・個別計画等 住生活基本法、丹波市住生活基本計画

計

画

（

P

L

A

N

）

事

務

事

業

対象（誰を、何を） 丹波市に居住する者

目的

ベストな状態
（期待される効果）

住生活や住宅・住環境が良くなる。

概要
（具体的手段・

全体計画）

・令和４年度に改定した市住生活基本計画に基づき、空き家や住宅確保要配慮者、防災対策の課題について対応し、住生活

の安定と質の向上の促進に向け、住宅施策を総合的に推進する。

・安全安心な住宅の整備を図るため、住宅の耐震化を促進する補助事業（簡易耐震診断費の助成、耐震改修計画策定、改

修工事、住宅建替工事、防災ベット等設置費用の一部補助）を実施する。

・災害から住宅を守るために、土砂災害の恐れが高い区域内の住宅の移転を促す補助事業（がけ地近接等危険住宅移転費用

等の一部補助）を実施する。

・実施方法：直接実施

令和５年度の

事業概略

・簡易耐震診断費の助成

・住宅耐震改修計画策定費補助、住宅耐震改修工事

費補助、簡易耐震改修工事費補助、防災ベッド等設置

費補助、住宅建替工事費補助の実施

・がけ地近接等危険住宅移転事業補助の実施

令和６年度の

事業概略

・簡易耐震診断費の助成

・住宅耐震改修計画策定費補助、住宅耐震改修工事費補

助、簡易耐震改修工事費補助、防災ベッド等設置費補助、住

宅建替工事費補助の実施

・がけ地近接等危険住宅移転事業補助の実施

施策
まちづくりビジョン 取組項目

担当 山内　寿輝

位

置

づ

け

総合計画
まちづくり目標 【２】誰もが住みたい快適生活のまち

施策目標 4【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

創生総合戦略
基本目標

事業担当課
建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度

所属長 井上　里司 担当 堀内　勲

（１／２）

丹波市総合計画 5 ／ 6
事務事業名 住宅総務事業



16 ～

●構成する予算小事業一覧 （単位：千円）

●外部評価　　【　　　】年度実施

指摘事

項など

対応

状況

合計 4,030 9,986 12,086 1,285 13,082

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

13,082

2 住宅総務費（繰越分） 1,989

1 住宅総務費 2,041 9,986 12,086 1,285

№ 予算小事業
コスト（評価年度は実績、計画年度は予算）

備考
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

縮小

改

革

（

A

C

T

I

O

N

）

総合的な評価と課題（成果の達成状況及び評価結果から明らかになった課題事項など）

【評価】

簡易耐震診断の件数は10件後半から30件前半で推移し、住宅建替費補助等の申請件数は伸びつつあるものの、まだ目標値には届いていない状況

である。

【課題】

・簡易耐震診断事業も含め、住宅の耐震化促進事業等の各制度について、広く周知を図るなど、災害等から住宅を守ることの必要性を、より啓発して

いく必要がある。

・市住生活基本計画や市耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化などの住宅施策を総合的に進める必要がある。

今後の方向性・改善策等 成果・コストの方向性

・丹波市耐震改修促進計画に基づき、引き続き旧耐震基準の住宅や建築物の耐震化

を進めるべく、さらなるＰＲ活動を展開していく。

・丹波市住生活基本計画に基づき、総合的な住宅施策の展開を図っていく。

成

果

の

方

向

性

皆減 縮小 現状維持 拡大

拡充 ✓

休廃止

コスト投入の方向性

現状維持

評

価

（

Ｃ

Ｈ

Ｅ

Ｃ

Ｋ

）

事務事業全体の実施（DO）に対する、事務事業の展開の評価・課題について

評価視点 評価 理由・コメント 評価視点 評価 理由・コメント

(必要性)

市民にとって必要な

事業か。

Ａ

住宅耐震化改修にかかる補助は、安全安心

な住宅の整備を図るため、継続して実施して

いく必要がある。

(コスト)

改善・改革等により

更に低コストで実施

できないか。(サービ

ス・成果は維持)

Ｂ

安全安心な住宅づくりを推進するために、耐

震化の補助事業制度を拡充しつつ、県に技

術的な審査の支援を依頼したり、手続きを簡

素化したりなど、労力と委託にかかる費用等の

縮減に努める。

(効果性)

成果につながってい

るか。進捗は予定ど

おりか。※成果指標

に対する評価

Ｂ

簡易耐震診断では、平成28年度からの人生いきい

き住宅助成事業との連携により、一定数の申込みが

あるものの、耐震化の補助事業の申請は伸びておら

ず、安全安心な住宅の整備を図るため、耐震化促

進事業や土砂災害が心配される区域内からの移転

事業などについて、制度利用を促進する必要があ

る。

(公平性・受益者

負担)

公平性に問題はな

いか。受益者負担

検討の余地はない

か。

Ａ

簡易耐震診断事業の申請者負担分について

は、市内で最も多いと思われる木造一戸建て

住宅は、古い家屋が多く、耐震化促進の面か

ら、費用負担なしとしている。それ以外の住宅

については、県の要綱等に基づき負担をしても

らっており、公平性は確保されている。

（２／２）
　事務事業名 住宅総務事業

事業担当課 建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度



令和 年度事務事業評価 令和 年度実施計画

5 ～

指標の推移等の背景・分

析

公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に改修を行っている。

実

施

（

D

O

）

コスト（単位：千円）
（評価年度は実績、計画年度は予算）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備　考

歳

出

総事業費　Ａ＋Ｂ 75,365 42,989

実績

コ

ス

ト

目標

コ

ス

ト 実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

令和６年度 備　考
実績

成

果

長寿命化計画の進捗状

況
棟

目標 1.2 2.0 0.3 1.0 2.0 0.2

実績 1.2 2.0 0.3 1.0 2.0

指標名
単

位

目標
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般財源 1,685 2,975 879 4,892 3,410

その他特財 0 0 0 0 0 0

3,135

7,400

受益者負担金 0 0 0 0 0 0
借入金（地方債） 49,500 30,000 4,300 34,700 105,300

0

歳

入

特定財源 73,680 40,014 8,601 96,591 143,023 14,800
　人件費Ｈ=Ｆ×Ｇ 0 0 0 0 0

国・県支出金 24,180 10,014 4,301 61,891 37,723 7,400

0.00

　【平均人件費】Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730 2,730

　会計年度任用職員従事者数（人・年）Ｆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,540

　人件費Ｅ=Ｃ×Ｄ 1,258 1,641 610 4,755 3,016 3,016
　【平均人件費】Ｄ 7,400 7,460 7,620 7,430 7,540

3,016

　職員従事者数（人・年）Ｃ 0.17 0.22 0.08 0.64 0.40 0.40
総人件費計（Ｅ+H）Ｂ 1,258 1,641 610 4,755 3,016

9,480 101,483 146,433 17,935

直接事業費Ａ 74,107 41,348 8,870 96,728 143,417 14,919

根拠法令・個別計画等 丹波市住生活基本計画、丹波市公営住宅等長寿命化計画

計

画

（

P

L

A

N

）

事

務

事

業

対象（誰を、何を） 市営住宅ストック

目的

ベストな状態
（期待される効果）

丹波市住生活基本計画及び丹波市公営住宅等長寿命化計画に基づき、供給に必要な住宅整備を行うとともに、既存ストックを

効率的かつ効果的に活用するために市営住宅の長寿命化等を図る。

概要
（具体的手段・

全体計画）

既存市営住宅ストックの適正な供給整備及び長寿命化に資する改善事業を実施する。

・老朽化住宅の除却工事

・公営住宅及び特定公共賃貸住宅の長寿命化型改修工事

・実施方法：直接実施

令和５年度の

事業概略

・柊団地外壁等改修工事（第2期）の実施

令和６年度の

事業概略

・城ヶ花団地等の外壁等改修工事実施設計の実施

施策
まちづくりビジョン 取組項目

担当 堀内　勲

位

置

づ

け

総合計画
まちづくり目標 【２】誰もが住みたい快適生活のまち

施策目標 4【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

創生総合戦略
基本目標

事業担当課
建設部　都市住宅課 事業期間 令和 令和14 年度

所属長 井上　里司 担当 田中　凌平

（１／２）

丹波市総合計画 5 ／ 6
事務事業名 市営住宅長寿命化事業



5 ～

●構成する予算小事業一覧 （単位：千円）

●外部評価　　【　　　】年度実施

指摘事

項など

対応

状況

合計 41,348 8,870 96,728 143,417 14,919

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

14,919

2

1 市営住宅長寿命化事業 41,348 8,870 96,728 143,417

№ 予算小事業
コスト（評価年度は実績、計画年度は予算）

備考
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

縮小

改

革

（

A

C

T

I

O

N

）

総合的な評価と課題（成果の達成状況及び評価結果から明らかになった課題事項など）

【評価】

市公営住宅等長寿命化計画に基づいて事業を実施、住宅の適切な維持管理を図るとともに、早期改修により、トータル的な修繕費の削減に努めてき

ている。

【課題】

市公営住宅等長寿命化計画を令和４年度末に改定し、令和５年度以降、見直した計画に基づき事業を実施してきているが、10年間の計画でもあ

るため、今後の状況に応じて適宜、計画を見直しし、効率的かつ無理のない事業推進につなげる必要がある。

今後の方向性・改善策等 成果・コストの方向性

・市公営住宅等長寿命化計画に基づき改善事業を実施、市営住宅等の長寿命化を図

り、ライフサイクルコストの縮減を目指す。

・今後の状況に応じ、適宜見直しを行い、効率的かつ無理のない事業推進につなげる。

成

果

の

方

向

性

皆減 縮小 現状維持 拡大

拡充 ✓

休廃止

コスト投入の方向性

現状維持

評

価

（

Ｃ

Ｈ

Ｅ

Ｃ

Ｋ

）

事務事業全体の実施（DO）に対する、事務事業の展開の評価・課題について

評価視点 評価 理由・コメント 評価視点 評価 理由・コメント

(必要性)

市民にとって必要な

事業か。

Ａ

計画的に改修工事をすることにより、住宅の予

防保全管理につながり、入居者の快適な生

活へと繋がっていく。

(コスト)

改善・改革等により

更に低コストで実施

できないか。(サービ

ス・成果は維持)

Ａ

・住宅の長期利用を見据えた改修工事を行うこと

で、住宅の適切な維持管理が図れる。また、早期改

修により、トータル的な修繕費の削減が見込める。

・長寿命化計画による団地ごとの管理方針に基づ

き、団地の改修の可否や方法を決定することで、管

理費の削減が図れる。

(効果性)

成果につながってい

るか。進捗は予定ど

おりか。※成果指標

に対する評価

Ａ

長寿命化計画どおりに、事業は進捗している。

今後、状況の変化に応じて、適宜、計画を見

直しし、効率的かつ無理のない進捗を図ってい

く。

(公平性・受益者

負担)

公平性に問題はな

いか。受益者負担

検討の余地はない

か。

該当なし

（２／２）
　事務事業名 市営住宅長寿命化事業

事業担当課 建設部　都市住宅課 事業期間 令和 令和14 年度
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指標の推移等の背景・分

析

・生活の利便性の高い市内のエリアで民間賃貸住宅が近年増加しており、生活の利便性の低い地域に所在す

る市営住宅へ入居を希望する者が減少傾向である。

・団地自体の老朽化も進み、民間賃貸住宅や県営住宅と比べ、魅力的な物件とは言えなくなっており、入居率

が低い状態となっている。

実

施

（

D

O

）

コスト（単位：千円）
（評価年度は実績、計画年度は予算）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備　考

歳

出

総事業費　Ａ＋Ｂ 62,942 68,924

実績

コ

ス

ト

目標

コ

ス

ト 実績

目標

60.0 60.0

実績 68.0 59.0 51.0 52.0 44.0

成

果
滞納繰越者数 世帯

目標 60.0 60.0 60.0 60.0

成

果
市営住宅入居率 ％

90.0 90.0 90.0 90.0

実績 75.8 73.5 69.7 71.2

目標 90.0 90.0

71.0

98.0

実績 85.9 86.6 87.1 87.5 89.1

成

果
使用料徴収率 ％

目標 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0

令和６年度 備　考
実績

成

果

空室期間平均日数（特

公賃除く）
日

目標 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績 701.6 533.3 420.5 644.3 829.0

指標名
単

位

目標
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

一般財源 27,530 26,903 26,744 24,422 30,402

その他特財 1,500 18 360 73 2,579 1,004

34,982

15,300

受益者負担金 33,912 42,003 39,573 49,889 45,791 51,836
借入金（地方債） 0 0 0 2,300 1,200

2,730

歳

入

特定財源 35,412 42,021 39,933 52,262 49,570 68,140
　人件費Ｈ=Ｆ×Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730

国・県支出金 0 0 0 0 0 0

1.00

　【平均人件費】Ｇ 2,000 2,360 2,360 2,530 2,730 2,730

　会計年度任用職員従事者数（人・年）Ｆ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7,540

　人件費Ｅ=Ｃ×Ｄ 25,530 24,543 24,384 21,176 27,672 27,672
　【平均人件費】Ｄ 7,400 7,460 7,620 7,430 7,540

30,402

　職員従事者数（人・年）Ｃ 3.45 3.29 3.20 2.85 3.67 3.67
総人件費計（Ｅ+H）Ｂ 27,530 26,903 26,744 23,706 30,402

66,677 76,684 79,972 103,122

直接事業費Ａ 35,412 42,021 39,933 52,978 49,570 72,720

根拠法令・個別計画等 公営住宅法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、丹波市市営住宅条例、丹波市特定公共賃貸住宅条例

計

画

（

P

L

A

N

）

事

務

事

業

対象（誰を、何を） 住宅に困窮する低額所得者、市営住宅入居者

目的

ベストな状態
（期待される効果）

住宅に困窮する低額所得者層等に低廉な家賃で市営住宅等を貸与することで、安心した社会生活の営みが行えるように図る。

概要
（具体的手段・

全体計画）

・一般公募により入居者の募集をし、入居者を決定し入居契約を行う。

・政令月額を超える収入超過者及び高額所得者へ特定公共賃貸住宅等への住替え等の相談・助言を行う。

・家賃滞納入居者に対し納入について督促・戸別訪問等を行う。また、事情によっては分割による納入の相談を行う。

・緊急を要する修繕や大規模修繕、維持管理、空室の適正な管理を行う。

・実施方法：直接実施

令和５年度の

事業概略

・市営住宅及び特定公共賃貸住宅の新規入居者募集

及び退去事務

・家賃等の徴収事務

・適正なストックの維持管理のための修繕及び保守業務

・常楽団地除却工事（1棟）の実施

令和６年度の

事業概略

・市営住宅及び特定公共賃貸住宅の新規入居者募集

及び退去事務

・家賃等の徴収事務

・適正なストックの維持管理のための修繕及び保守業務

・常楽団地除却工事（1棟）の実施

施策
まちづくりビジョン 取組項目

担当 堀内　勲

位

置

づ

け

総合計画
まちづくり目標 【２】誰もが住みたい快適生活のまち

施策目標 4【住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

創生総合戦略
基本目標

事業担当課
建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度

所属長 井上　里司 担当 荒木　満紀子

（１／２）

丹波市総合計画 5 ／ 6
事務事業名 市営住宅管理事業



16 ～

●構成する予算小事業一覧 （単位：千円）

●外部評価　　【　　　】年度実施

指摘事

項など

対応

状況

合計 42,021 39,933 52,978 49,570 72,720

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

71,812

2 市営住宅管理事業（繰越） 716 908

1 市営住宅管理事業 42,021 39,933 52,262 49,570

№ 予算小事業
コスト（評価年度は実績、計画年度は予算）

備考
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

縮小

改

革

（

A

C

T

I

O

N

）

総合的な評価と課題（成果の達成状況及び評価結果から明らかになった課題事項など）

【評価】

・公営住宅は、低額所得者で住宅に困窮されている方にとって必要性は高いが、団地自体の老朽化や、生活利便性が高いエリアでの民間賃貸住宅の

増加などの要因により、入居率は低迷している。

・市営住宅の老朽化が進んでいるが、長寿命化計画に基づく改善事業や修繕を実施し、適切に維持管理している。

・使用料徴収率は若干上昇しているが、今後も未納者を増やさないようにするとともに、未納額を縮小していく必要がある。

【課題】

・老朽化が進んでいる市営住宅を、入居者がより快適に生活できるよう、施設・設備の更新や改善を図る必要があるが、修繕費用が増加傾向にある。

・悪質な使用料の未納者に対し、場合によっては法的手段の実施を検討し、督促・滞納整理を行う必要がある。

今後の方向性・改善策等 成果・コストの方向性

・公営住宅等長寿命化計画に基づき、入居者が快適に生活できるよう、改善事業や修繕を行

うとともに、入居者が退去した募集停止団地については除却するなど、適切に管理していく。

・市民のニーズを見極めながら、必要な修繕を行っていき、入居率の向上を図り、空室数を減少

させる。

・滞納整理事務処理要綱に基づき、未納者に対しては訴訟を含めた法的手段を実施するととも

に、滞納額が累積して支払いが困難となる前に納付相談等を行い、納付を促す。

成

果

の

方

向

性

皆減 縮小 現状維持 拡大

拡充 ✓

休廃止

コスト投入の方向性

現状維持

評

価

（

Ｃ

Ｈ

Ｅ

Ｃ

Ｋ

）

事務事業全体の実施（DO）に対する、事務事業の展開の評価・課題について

評価視点 評価 理由・コメント 評価視点 評価 理由・コメント

(必要性)

市民にとって必要な

事業か。

Ａ

低額所得者で住宅に困窮されている方に提

供する公営住宅は、必要性が高く重要な事

業のひとつである。

(コスト)

改善・改革等により

更に低コストで実施

できないか。(サービ

ス・成果は維持)

Ａ

・安全で快適な住宅を維持するため、適時、必

要な設備等の修繕を実施、適切に管理してい

る。

・長寿命化計画により、老朽化等で住宅として

適さない団地は募集停止とし、入居者の退去後

は速やかに除却を行い、管理コスト削減を図る。

(効果性)

成果につながってい

るか。進捗は予定ど

おりか。※成果指標

に対する評価

Ｂ

生活の利便性が高いエリアでの民間賃貸住宅

の増加や、日銀の金利政策による戸建て住

宅への住み替えなどの要件により、市営住宅

の入居率が低迷している。そのため、新規入

居者が減少し、空室期間も長期化傾向となっ

ている。

(公平性・受益者

負担)

公平性に問題はな

いか。受益者負担

検討の余地はない

か。

Ａ

公営住宅法等で定められた要件により、受益

者負担を適正に算定している。

（２／２）
　事務事業名 市営住宅管理事業

事業担当課 建設部　都市住宅課 事業期間 平成 無期 年度




